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第Ⅱ期基本計画諮問案と平成 24年度統計法施行状況に関する審議結果との比較 

第３ 公的統計の整備に必要な事項 

 １ 統計作成の効率化及び報告者の負担軽減 

  （２）行政記録情報等の利活用の推進 

    ア 行政記録情報等の活用 

平成 24年度統計法施行状況審議結果（基本的な考え方） 第Ⅱ期基本計画諮問案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 「行政記録情報等の活用についての確認・検討の原則

化」及び「直接的な利用が困難な場合の特別集計による

活用についての確認・検討の原則化」については、基本

的な取組として更なる定着の促進を図る。 

 

【本文】 

行政記録情報等の活用は、報告者の負担軽減や効率的な統計作成という観点から重要な取組で

あり、各府省は統計調査計画の企画に際し、活用できる行政記録情報等の有無等について確認し

た上、調査事項の削減等を通じた報告者の負担軽減等に努めている。 

一方、統計調査に対する国民や企業の協力が得られにくくなるなど、統計調査を取り巻く環境

が更に厳しさを増している中、行政記録情報等の活用は、報告者の負担軽減や効率的な統計作成

のみならず、正確な統計作成という観点からも、一層重要となっている。なお、行政記録情報等

の活用に当たっては、当該情報の電子化の状況や電子化に要する費用と、軽減される報告者の負

担等を総合的に勘案することも必要である。 

また、「経済財政運営と改革の基本方針」においては、統計データの透明化・オープン化等を、

第Ⅱ期基本計画の策定に反映し、その推進を図ることとされており、その取組の一環として、行

政記録情報等から作成される業務統計の公表を促進することも必要となっている。 

 このため、各府省は、引き続き統計調査実施の企画に当たっては、当該統計の整備に活用できる行

政記録情報等の有無等について事前に調査し、検討することを原則とする。なお、所管府省における

行政記録情報等の活用に関する検討状況については、総務大臣による統計調査の承認の審査や統計委

員会における基幹統計調査の審議において確認する。 

 また、統計法第 29 条第１項の規定に基づく行政記録情報等の保有機関に対する提供要請の規定を

活用することも視野に、報告者の負担軽減や正確かつ効率的な統計作成に引き続き努める。なお、秘

密保持の確保を含む法令の規定による制約など、保有機関が行政記録情報等を提供することを困難と

する合理的な理由が存在する場合には、その代替措置として、電子化の状況等を踏まえた統計作成機

関からの要望に対応し、特別集計の形態による集計表の作成を行うことも、引き続き原則とする。こ

の場合の費用等は、原則として当該統計作成機関が負担する。 

 さらに、統計データの透明化・オープン化等の推進や、統計作成に行政記録情報等を活用すること

の有用性等に関する理解を得る取組等の一環として、業務統計の作成・公表状況や行政記録情報等の

統計への活用実態等を定期的に把握し、国民に情報を提供するとともに、未公表の業務統計の公表を

促進するなどして、行政記録情報等の利活用を推進する。なお、国際的な動向も踏まえつつ、行政記

録情報等を含むビッグデータ（注 5）の統計作成への利活用及び統計データのビッグデータへの活用に 
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 ついて研究を進める。 

（注５） ＩＣＴの進展により生成・収集・蓄積等が可能・容易になる多種多量のデータ 

【別表】 

  具体的な措置、方策等 担当府省 実施時期  

③ 政府が保有する行政記録情報等の統計作成への活用に

ついて、オープン化の推進を図る観点から、「行政記録情

報等の統計作成への活用に係る実態調査」の継続・充実

を図るとともに、行政記録情報等の活用推進に関する課

題を整理し、その課題解決に取り組む。 

 

 ○ 各府省の協力の下、行政記録情報等の統計作成への活用に係

る実態調査の充実を図った上で、定期的に実施し、行政記録情

報等から作成される業務統計の作成・公表状況等についてホー

ムページに掲載する。なお、業務統計を作成する府省において

は、合理的な理由がある場合を除き、当該統計をホームページ

等で公表する。 

総務省、

各府省 

平成 26 年度か

ら実施する。 
 

 

 

 ○ 行政記録情報等の統計への活用実態等について、府省間の情

報共有を図るとともに、各府省と連携して行政記録情報等を活

用するに当たっての課題等を整理し、解決のための方策を検討

する。 

 また、特別集計による税務データの活用可能性については、

財務省及び経済産業省が地域や業種を限定して作成した特別集

計値における経済統計への活用可能性の検証結果等について府

省間の情報共有を図る。その後、関係府省は、この検証結果を

踏まえ、所管統計の作成に当たって、その活用余地を検討する。 

総務省、

各府省 

平成 26 年度か

ら実施する。  

 

 

② 特別集計による税務データの活用については、現在実

施中の検証結果を踏まえて、活用を検討する。 
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第３ 公的統計の整備に必要な事項 

 １ 統計作成の効率化及び報告者の負担軽減 

  （２）行政記録情報等の利活用の推進 

    イ 社会保障・税番号制度の統計への活用 

  

平成 24年度統計法施行状況審議結果（基本的な考え方） 第Ⅱ期基本計画諮問案 

 

 

【本文】 

社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を

実現するための社会基盤として、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律（平成 25年法律第 27号。以下「番号法」という。）が平成 25年５月に成立し、

社会保障・税番号制度が平成 28年１月から本格運用される予定である。 

この社会保障・税番号制度では、法人番号は原則公表され、民間での利用も可能とされてい

る一方で、個人番号の利用は、番号法に規定する社会保障の給付や税の賦課徴収、防災に関す

る事務等に利用が制限されており、番号法の施行後においても統計への活用はできない状況で

ある。なお、この個人番号の利用範囲の拡大については、番号法の施行後３年を目途に、検討

を行うこととされている。 

このため、統計の正確かつ効率的な作成及び提供という観点から、法人番号の運用・管理の状況

を踏まえ、事業所母集団データベースにおける利用に向けて検討するとともに、個人番号の利用範

囲の拡大に関する番号法の見直しに併せて、統計における活用を検討する。 

【別表】 

  具体的な措置、方策等 担当府省 実施時期  

① 法人番号について、その運用・管理の状況を注視しつつ、

事業所母集団データベース等における利用に向けて検討す

る。 

 

 

 

 

 

○ 法人番号については、その運用・管理の状況を踏まえ、事業

所母集団データベースへの利活用に向けた検討を行う。また、

企業を対象とする統計調査における法人番号の利活用につい

て検討し、情報共有を図る。 

総務省、

各府省 

平成 26年度か

ら実施する。 

 

 

② 個人番号の利用範囲の拡大に関する番号法見直しについ

ての検討に向けて、その動向を把握しつつ、個人番号の統

計における活用を検討する。 

 

 

○ 個人番号については、その利用範囲の拡大に関する番号法の

見直しに併せて、統計における活用を検討する。 

関係府省 平成 30年度末

までに結論を

得る。 
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第３ 公的統計の整備に必要な事項 

 １ 統計作成の効率化及び報告者の負担軽減 

  （３）オンラインを利用した調査の推進 

平成 24年度統計法施行状況審議結果（基本的な考え方） 第Ⅱ期基本計画諮問案 

 

 

 

 

 

 

 

① 統計作成の効率化、多様な報告方法を提供することによ

る報告者の報告の際の利便性向上の観点等から、所管統計

調査におけるオンライン調査導入を検討することを原則化

する。 

【本文】 

正確かつ効率的な統計の作成や、報告者の負担軽減・利便性の向上を図るためには、ＩＣＴ

の急速な発展に伴う高度情報化社会の到来を踏まえ、統計調査の調査方法にオンライン調査を

導入するとともに、導入後のオンライン回答の促進などに取り組むことが有効である。 

また、「経済財政運営と改革の基本方針」においても、世界最高水準の電子政府を目指す取

組の一環として、オンライン調査の徹底等を第Ⅱ期基本計画の策定に反映し、その推進を図る

ことが求められている。 

このため、統計調査実施の企画に際しては、オンライン調査の導入を検討することを原則とす

る。なお、所管府省におけるオンライン調査の導入に関する検討状況については、総務大臣によ

る統計調査の承認の審査や統計委員会における基幹統計調査の審議において確認する。 

また、この検討に当たっては、オンライン調査の導入が有効と思われる統計調査については重

点的な検討を行うとともに、導入している統計調査についてはオンライン回答率の向上方策を検

討する。 

さらに、オンライン調査を推進するに当たっては、各府省におけるオンライン調査の導入状況

や課題、効率的かつ効果的実践手法等の情報共有を図り、府省一体となった取組を行うことが必

要であることから、各府省間の情報共有を推進するとともに、政府統計オンライン調査総合窓口

の機能改善・拡充等を通じた報告者の利便性の向上を図る。 

なお、オンライン調査の推進に当たっては、関連するプログラム開発やランニングコスト等の費

用が見込まれることから、その点について十分に勘案する必要がある。 

【別表】 

 

② オンライン調査の導入に当たっては、導入が有効と思わ

れるものに重点化するとともに、導入後はオンライン回答

率の向上策の検討を行い、各調査のオンライン化の取組を

推進する。その際、オンライン調査に関連するプログラム

開発やランニングコスト等の必要なコストも十分に勘案す

る。 

 具体的な措置、方策等 担当府省 実施時期  

 

 

 

○ 統計調査の実施計画を企画する際、オンライン調査を導入し

ていない調査は導入の適否、導入している調査はオンラインに

よる回収率の向上方策について事前に検討する。 

各府省 平成 26年度か

ら実施する。 
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③ 総務省は、各府省の取組を支援するため、各府省におけ

るオンライン調査の導入状況や課題等に係る情報共有を行

うとともに、政府統計オンライン調査総合窓口の機能の改

善・拡充等府省横断的な基盤の整備・充実を図る。 

 

 

 

 

○ オンライン調査の導入を推進するため、各府省と連携して、

オンライン調査の導入状況や課題等に係る情報を共有する場

を設置し、各府省の取組を支援する。 

総務省 平成 26年度か

ら実施する。 

 

 

④ パソコン以外のモバイル機器の利用も可能とするなど、

ＩＴ関連機器の普及状況を勘案した対応を推進する。 

 

 

 

 

○ 政府統計オンライン調査総合窓口の機能の改善・拡充等を検

討するとともに、パソコン以外のモバイル機器の利用も可能と

するなどのＩＣＴの普及状況に伴う対応についても検討する。 

総務省、

各府省 

平成 27年度末

までに結論を

得る。 
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第３ 公的統計の整備に必要な事項 

 １ 統計作成の効率化及び報告者の負担軽減 

  （４）統計基準等の見直し 

平成 24年度統計法施行状況審議結果（基本的な考え方） 第Ⅱ期基本計画諮問案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本文】 

統計基準は、公的統計の作成に際し、その統一性又は総合性を確保するための技術的な基準

として、重要な役割を担っており、その設定や見直しを適時・的確に行うことが必要となって

いる。 

統計法第 28 条の規定に基づく統計基準については、これまで日本標準産業分類（平成 21

年総務省告示第 175 号）、疾病、傷害及び死因の統計分類（平成 21 年総務省告示第 176 号）、

日本標準職業分類（平成 21 年総務省告示第 555 号）、指数の基準時に関する統計基準（平成

22年総務省告示第 112号）及び季節調整法の適用に当たっての統計基準（平成 23年総務省告

示第 96号）が設定されている。 

これらの統計基準については、今後とも、継続性の観点に留意しつつ、社会経済情勢の変化等を

踏まえ、設定又は改定からおおむね５年後を目途に、改定の必要性について検討し、必要に応じて

所要の措置を講ずる。 

一方、統計基準として設定しないものの、統計相互の整合性や比較可能性の向上、経済活動のよ

り的確な把握等に資する観点から、生産物分類や労働者の区分等について検討する。 

また、各種統計における年齢階級、事業所規模等の集計結果の表章区分については、作成目的に

応じて個別に設定されているものであるが、統計相互の整合性や比較可能性、統計ニーズ等への的

確な対応を図る観点から、その現状を整理した上で、統計の継続性にも留意しつつ、標準的な区分

の在り方について検討する。統計作成府省は、所管統計における男女別表章、各歳別表章、地域別

表章等の充実を図る際、この検討結果も踏まえ、関連統計間における整合性の確保に努める。 

【別表】 

 

基幹統計を中心に表章区分（年齢や事業所規模等）の現状

を整理した上、標準的な区分のあり方を検討し、必要に応じ

て見直しを図る。 

 具体的な措置、方策等 担当府省 実施時期  

 

 

○ 各府省と連携して、基幹統計を中心に表章区分の現状を整理

した上で、標準的な表章区分の在り方について検討する。 

 

総務省 平成 29年度末

までに結論を

得る。 

 

 

   



7 

 

第３ 公的統計の整備に必要な事項 

 ２ 統計リソースの確保及び有効活用 

  （１）統計リソースの確保のための取組 

平成 24年度統計法施行状況審議結果（基本的な考え方） 第Ⅱ期基本計画諮問案 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 統計リソースの確保及び有効活用に向けて不断の努力を

行うとともに、次期基本計画の実施に必要な統計リソース

を確保するよう措置する。 

【本文】 

厳しい行財政事情の下、統計リソースに限りがある中、必要な統計の品質を確保しながら、

新たなニーズに対応するため、各府省は統計リソースの確保に努めるとともに、所管統計調査

に係る調査事項・報告者数の見直しなど、業務の効率化・合理化に取り組んでいる。 

一方で、社会の情報基盤として必要な統計を提供することは、政府の基本的な責務の一つで

あることから、統計リソースの確保及び有効活用に向けた取組の一層の推進を図る必要があ

る。また、各府省における新たな統計の作成や統計調査実施の企画等の支援を強化することも

必要となっている。 

このため、各府省は、時代の変化や社会のニーズに的確に対応した統計を体系的に整備し、社会

の情報基盤としてふさわしい統計を政府が責任を持って提供するため、統計リソースの確保及び有

効活用に向けて引き続き不断の努力を行う。なお、各府省における統計リソースの確保及び有効活

用の取組を支援するため、引き続き取組状況に関する情報の共有などを行う。 

 また、既存組織の活用・充実を図るなどして、公的統計に共通する研究を実施するとともに、各

府省における統計の作成、企画等を支援する仕組みを整備する。 

 なお、府省横断的な基幹統計調査の実施に当たっては、必要に応じて共管・共同調査として実施

するとともに、緊急ニーズに対応した統計の作成及び提供に当たっては、特別集計や、既存統計調

査の調査項目の追加や付帯調査として実施することを検討する。 

【別表】 

 

② 総務省統計研修所は、研究機能を整備するなどして、各

府省の新たな統計の作成、調査実施計画の策定等を支援す

ることについて検討する。 

 

 具体的な措置、方策等 担当府省 実施時期  

 

 

 

 

 

 

○ 公的統計に共通する統計の作成方法・利活用等の研究を実施

するとともに、各府省における統計の作成、企画等を支援する

ため、総務省統計研修所は、研究体制の整備及び研究機能の拡

充を行う。また、同研修所を中心に、独立行政法人統計センタ

ーとの連携を図るなどして、各府省の要請に応じた統計の作成

や調査実施計画の策定等を支援する。 

総務省 平成 27年度か

ら実施する。 
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③ 統計の信頼性を確保しつつ、調査票情報等の提供及び活

用、政府統計共同利用システムを通じた情報提供機能の強

化等に中核的な役割を果たすことが期待される独立行政法

人統計センターのリソースを確保するよう努力する。 

 ○ 統計の信頼性を確保しつつ、調査票情報等の提供及び活用、

政府統計共同利用システムを通じた情報提供機能の強化等に

中核的な役割を果たすことが期待される独立行政法人統計セ

ンターのリソースを確保するよう努力する。 

総務省 平成 26年度か

ら実施する。 
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第３ 公的統計の整備に必要な事項 

 ２ 統計リソースの確保及び有効活用 

  （２）調査体制の機能維持、国と地方公共団体の連携 

平成 24年度統計法施行状況審議結果（基本的な考え方） 第Ⅱ期基本計画諮問案 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本文】 

地方公共団体の統計部局は、基幹統計の作成及び提供に当たって重要な役割を担っているの

みならず、地域の視点からの基幹統計の改善にも大きく寄与している。また、統計調査員によ

る調査は、調査票の回収率の向上や記入内容の正確性の確保など統計調査の確実性及び統計内

容の正確性の確保に大きく寄与しており、調査体制の機能維持や各府省と地方公共団体の連携

は重要かつ不可欠なものとなっている。 

このような状況を踏まえ、各府省では、地方公共団体及び統計調査員の業務量の軽減や平準

化、地方公共団体における統計の作成の支援等を図るため、①国直轄調査の導入、②調査対象

業種や調査系統の見直し、③民間事業者のノウハウを活用したコールセンターの設置、④地域

別表章の充実・支援、⑤登録調査員の確保・育成等に努めている。 

しかし、個人情報保護意識の高まりによる報告者の協力意識の低下や、単身世帯の増加など

に伴う統計調査をめぐる環境は厳しさを増す一方で、統計調査員の確保が困難となっており、

更に都道府県の統計主管課の職員や市町村の統計職員の削減も進められている。 

また、基幹統計調査の実施に当たっては、引き続き国の責任で作成することを前提に、国と

地方公共団体の協力及び適切な役割分担の下に、協働して取り組むことが必要不可欠であると

ともに、関係府省は引き続き地域別表章の充実、支援等に取り組むことも必要となっている。 

このため、関係府省は、調査体制の機能維持を図るため、引き続き地方公共団体の業務量の軽減

及び平準化を図るとともに、地域別表章の充実・支援等を実施する。 

 また、関係府省は、地方公共団体とも連携し、統計調査員の役割や重要性等に関する周知を引き

続き推進するとともに、統計調査員の確保・育成や処遇改善等に関する取組を継続的に実施する。 

 さらに、統計調査事務地方公共団体委託費について、都道府県の実情や意見も踏まえ、運用を見

直す。 
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【別表】 

 

① 地方公共団体を経由する調査については、調査対象も勘

案した適切かつ効率的な調査手法を検討し、業務量の軽減

を図る。 

 具体的な措置、方策等 担当府省 実施時期  

 

 

 

 

 

 

○ 調査対象も勘案した適切かつ効率的な調査手法を検討する

などして、引き続き地方公共団体の業務量の軽減及び中長期的

な観点からの業務量の平準化を図るとともに、地方公共団体の

ニーズを踏まえつつ、地域別表章の充実・支援を実施する。 

 

関係府省 平成 26年度か

ら実施する。 

 

 

② 地方公共団体の業務量を平準化するための中長期的な取

組を行う。 

③ 地方別表章の充実のための更なる支援等を検討・実施す

る。 

  

 

 

○ 統計調査事務地方公共団体委託費については、試行検証の結

果や都道府県の意見も踏まえつつ、配置実態を反映した交付対

象範囲に見直す方向で検討する。 

総務省 平成 27年度末

までに結論を

得る。 
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第３ 公的統計の整備に必要な事項 

 ２ 統計リソースの確保及び有効活用 

  （３）統計職員等の人材の育成・確保 

 

  

平成 24年度統計法施行状況審議結果（基本的な考え方） 第Ⅱ期基本計画諮問案 

 

 

 

 

 

 

 

① 統計職員等の人材の育成・確保については、これまでの

取組の更なる定着の促進を図る。 

【本文】 

公的統計の作成においては、その作成に携わる職員が専門的能力を十分に発揮することが重

要であり、我が国の統計組織全体としても、質・量ともに専門性の高い人材を育成確保するこ

とが必要不可欠となっていることから、各府省では、人材育成方針・研修計画等を策定し、人

事交流や研修の充実等、質・量の確保に努めている。 

一方で、各府省の統計職員については、量的な確保がますます困難となっている中、質的な

維持・向上を図ることが一層重要となっている。 

このため、各府省は、これまで以上に人材の確保・育成を意識した人事交流や研修を充実するな

ど、これまでの多面的な取組の更なる定着の促進を図る。その際、これまでの取組状況を踏まえ、

特に効果がある取組を重点的に推進する。 

 また、各府省等の統計職員等の人材育成に重要な役割を担っている総務省統計研修所の研修機能

を拡充する。 

【別表】 

 

② 総務省統計研修所については、統計職員等の人材育成に

おいて重要な役割を担っていることから、研修内容等の充

実及び人材育成支援のための機能を拡充する。 

 

 具体的な措置、方策等 担当府省 実施時期  

  

 

 

 

 

○ 研修参加機関や参加者の評価・ニーズも踏まえつつ、研修

内容の充実・見直しを実施するとともに、地方公共団体等か

らの研修講師派遣要請への積極的な対応、各府省等における

研修企画の支援、統計研修の講師育成など、統計職員等に対

する研修の実施体制の整備及び研修機能の拡充を行う。 

総務省 平成 26 年度か

ら段階的に実施

する。 
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第３ 公的統計の整備に必要な事項 

 ２ 統計リソースの確保及び有効活用 

  （４）災害発生時等の備え 

平成 24年度統計法施行状況審議結果（基本的な考え方） 第Ⅱ期基本計画諮問案 

 【本文】 

公的統計は、大規模災害等の発生時に、被害状況の把握・影響の推計にとどまらず、その後

の復興計画の策定や復興状況を評価する際のデータとしても活用されるなど、重要な役割を担

っている。各府省では、平成 23 年３月に発生した東日本大震災に際し、震災後に実施する統

計調査について、被災地域を調査対象から一時的に除外するとともに、加工統計の作成に用い

る統計を変更するなどの措置を講じ、また、調査結果を活用した特別集計等により、被災に係

る統計を公表している。 

一方、総務省が実施した東日本大震災に係る統計関係の施策等に関する調査研究の結果で

は、①災害時の統計リソースの想定や府省・県間の情報連携などの体制面、②統計調査員の安

全確保などの実査面、③集計・公表面における課題等がみられたことから、これらの課題解決

に向けた取組が今後必要である。 

このため、災害発生時等の備えとして、大規模災害発生時の対応に関する課題を抽出し、対応指

針を取りまとめるとともに、日頃から統計調査関係者の自覚・判断力を養う方策についても検討し、

順次取組を進める。 

【別表】 

 

① 上記の調査研究の結果等を基に今後の大規模災害発生時

の対応に向けた課題を抽出し、個別調査ごとに対応するも

のと府省横断的に対応するものに整理した上、それぞれ具

体的な対応方策を取りまとめる。 

 具体的な措置、方策等 担当府省 実施時期  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 大規模災害発生時の対応に関する検討の場を設置し、個別調

査ごとに対応する課題と府省横断的に対応する課題に整理し

た上で、対応指針を取りまとめ、各府省における具体的な行動

計画の策定を促進する。その際、大規模災害発生時における調

査票情報の提供の在り方についても検討する。 

 また、この検討に当たっては、日頃から統計調査関係者の自

覚・判断力を養う方策についても検討し、各統計調査の実施時

や、地方公共団体及び統計調査員等を対象とした研修等におい

て周知徹底を図る。 

総務省、

各府省 

平成 27年度末

までに対応指

針を取りまと

め、平成 28年

度から順次実

施する。 

 

 

 

 

 

② この取りまとめに当たっては、災害発生時の対応につい

て、日頃から調査関係者の自覚・判断力を養うような方策

についても検討し、順次取組を進める。 
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第３ 公的統計の整備に必要な事項 

 ２ 統計リソースの確保及び有効活用 

  （５）民間事業者の活用 

 

平成 24年度統計法施行状況審議結果（基本的な考え方） 第Ⅱ期基本計画諮問案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 民間事業者の活用については、これまでの取組の更なる

定着の促進を図る。 

 

【本文】 

厳しい財政状況の下、限られた統計リソースの有効活用や、地方公共団体及び統計調査員の

業務量の負担軽減を図るためには、適正に民間事業者を活用することが重要である。 

一方で、公的統計の作成の最終的な責任は作成主体が担うものであり、国が行う重要な統計

調査については、企画立案業務等の中核的業務を国自らが行うことが必要である。特に、調査

結果の精度が低下した場合、国の統計全体の精度や国政の運営に大きな支障が生じるおそれが

ある統計調査については、民間事業者の活用の可能性を、慎重かつ十分に検討することが必要

である。 

また、民間事業者の活用に当たっては、統計の品質の維持・向上、報告者の秘密保護、信頼

性の確保等を前提としつつ、民間事業者の体制といった点に留意する必要がある。 

このため、民間事業者の活用については、民間事業者のノウハウ・リソースを積極的に活用し、

調査業務の負担軽減及び効率化を図ることを共通認識として、これまでの取組の更なる定着促進を

図るとともに、後記３(2)統計の品質保証活動の推進結果を踏まえ、「統計調査における民間事業者

の活用に係るガイドライン」（平成 17年３月 31日各府省統計主管課長等会議申合せ。平成 24年４

月６日改正）に、プロセス保証の考え方を導入する方向で検討する。 

【別表】 

 

② 公的統計の品質保証に係るプロセス保証導入の検討結果

を活用し、適正な仕様書の作成等を支援するため、必要に

応じて民間事業者活用ガイドラインを改定する。 

 

 

 

 

 

 

具体的な措置、方策等 担当府省 実施時期  

 ○ 民間事業者に委託する際の仕様書の改善を図ることで、より

的確な民間事業者の活用を図るため、「公的統計の品質保証に

関するガイドライン」におけるプロセス保証の導入状況を踏ま

え、「統計調査における民間事業者の活用に係るガイドライン」

に、プロセス保証の考え方を導入する方向で検討する。 

総務省、

各府省 

平成 28年度末

までに結論を

得る。 
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第３ 公的統計の整備に必要な事項 

 ３ 統計調査環境の改善 

  （１）統計ニーズの的確な把握 

  

平成 24年度統計法施行状況審議結果（基本的な考え方） 第Ⅱ期基本計画諮問案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 統計ニーズの的確な把握・活用については、これまでの

取組の更なる定着の促進を図る。 

 

【本文】 

社会経済情勢の変化等に適切に対応した公的統計の作成及び提供を行うに当たっては、統計

利用者の利便性の向上を図った上で、統計利用者等のニーズを把握し、公的統計の改善を図る

ことが重要である。各府省では、従来から実施してきた個別の取組に加え、内閣府統計委員会

における統計利用者等との意見交換会の開催及びｅ－Ｓｔａｔを活用した統計ニーズに係る

アンケート調査の実施等により、府省横断的な統計利用者のニーズを把握し、統計の見直しや

統計データの提供拡大等に努めている。 

一方で、社会経済情勢の変化に対応した統計の整備及び統計データの提供を推進するために

は、統計ニーズをより的確に把握することが必要となっている。 

 このため、統計委員会における統計利用者等との意見交換会の一層の活性化を図る。また、統計

ニーズに係るアンケート調査の内容を見直すとともに、各府省が個別に把握しているニーズの情報

共有を図るなど、連携を強化する。 

【別表】 

 

② 更なる定着の促進を図るに当たって、統計委員会委員と

統計利用者等との意見交換会については、報告者、地方公

共団体及び政策部局にも対象を拡大するとともに、掘り下

げた検討を行うなどの活性化を図る。 

 

 

 

 

 

具体的な措置、方策等 担当府省 実施時期  

 ○ 統計委員会委員と統計利用者等との意見交換会については、

報告者、地方公共団体及び政策部局にも対象を拡大するととも

に、掘り下げた検討結果を府省横断的な統計等の整備・改善の

審議等に活用するなど、一層の活性化を図る。 

内 閣 府

（統計委

員会） 

平成 26年度か

ら実施する。 

③ また、統計ニーズに係るアンケート調査については、調

査票情報等の提供及び活用等のニーズを具体的に把握する

ため、各府省との連携強化方策等を検討した上で、見直し

を行う。 

○ 報告者の利便性の向上等にも配慮し、統計ニーズに係るアン

ケート調査の内容等を見直す。また、各府省が個別に把握して

いる所管統計の改善や統計データの提供に係る統計ニーズの

情報共有を図るなど、各府省間の連携を強化する。 

総務省、

各府省 

平成 26年度か

ら実施する。 
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第３ 公的統計の整備に必要な事項 

 ３ 統計調査環境の改善 

  （２）統計の品質保証活動の推進 

平成 24年度統計法施行状況審議結果（基本的な考え方） 第Ⅱ期基本計画諮問案 

 

 

 

【本文】 

利用者のニーズに対応した公的統計の作成及び提供、その品質の表示並びに評価及び改善を

通じ、公的統計の有用性及び信頼性の確保・向上を目指す品質保証の活動は、社会経済情勢の

変化等に的確に対応した統計を効率的に作成する上で重要な取組である。各府省では、「公的

統計の品質保証に関するガイドライン」（平成 22 年３月 31 日各府省統計主管課長等会議申合

せ。平成 23 年４月８日改正）に基づき、所管統計の品質表示・評価に関する取組に着手して

いる。 

しかし、各府省の品質保証活動に関する取組、特に品質評価に関する取組は、必ずしも十分

な成果を挙げるに至っておらず、取組の強化が必要となっている。 

また、「経済財政運営と改革の基本方針」においては、統計データの透明化・オープン化等

を、第Ⅱ期基本計画の策定に反映し、その推進を図ることとされており、その一環として、統

計調査の実施過程の管理方法等に関する品質評価の取組である「公的統計のプロセス保証」を、

品質保証活動に導入することが有効である。 

 このため、各府省は、品質評価を中心に品質保証活動の取組を強化し、既存統計の見直しや統計

作成方法の効率化を推進するとともに、プロセス保証を導入する方向で、公的統計の品質保証に関

するガイドラインの見直しを実施する。 

【別表】 

 

① 公的統計の品質保証に関する取組については、各府省に

おける取組のベストプラクティスを共有し、自己評価結果

の公表等更なる取組の推進を図る。また、各府省は公的統

計の品質の表示・評価・改善を通じ、公的統計の有用性及

び信頼性の確保・向上を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的な措置、方策等 担当府省 実施時期  

 

 

○ 統計の品質保証活動に関する取組状況、効率的かつ効果的実

践手法等の情報共有を通じ、自己評価の計画的な推進、評価結

果の公表等に関する取組を強化する。 

 

各府省 平成 26年度か

ら実施する。 
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② 公的統計のプロセス保証については、より一層の統計の

信頼性・有用性の確保・向上及び統計作成過程の透明性の

確保のため有用であることから、国際的な動向や関連学会

における研究結果も踏まえ、導入に向けた具体的な検討を

進める。 

 ○ 各府省連携の下、国際的な動向や関連学会における研究結果

等を踏まえ、公的統計へのプロセス保証(統計調査の実施過程

の管理方法等)を、「公的統計の品質保証に関するガイドライ

ン」に導入する方向で同ガイドラインの見直しを実施する。 

 

総務省、

各府省 

平成 27年度末

までに実施す

る。 
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第３ 公的統計の整備に必要な事項 

 ３ 統計調査環境の改善 

  （３）統計に係る広報・啓発活動の推進等 

平成 24年度統計法施行状況審議結果（基本的な考え方） 第Ⅱ期基本計画諮問案 

 【本文】 

統計調査において正確な情報を円滑に報告してもらうためには、統計調査の結果が行政機関

や企業、個人等においてどのように利用され、役立っているか、また、統計調査の報告に協力

しないことがどのような影響を及ぼすかを、国民や企業に正しく理解してもらうことが重要で

ある。各府省では、「統計調査に対する国民の理解増進のための行動指針」（平成 22年３月 30

日各府省統計主管部局長等会議申合せ。以下「行動指針」という。）に基づき、ホームページ

の見直しや個別の協力要請を行うなどの取組に努めている。 

しかし、個人、企業等における情報保護意識の高まりや、報告者の協力意識の低下などに伴

い、統計調査をめぐる環境は一層厳しさを増しており、広報・啓発活動の充実が必要不可欠と

なっている。また、行動指針に基づく統計調査に対する非協力者への対応についても、各府省

における取組の推進を図る必要がある。 

 このため、各府省は、行動指針を踏まえ、取組の充実を図ることを基本的な方針として、各府省

における取組状況の情報共有を図るなど、効率的かつ効果的な取組の推進を図る。また、統計調査

に対する非協力者への対応を総合的な観点から引き続き検討する。 

【別表】 

 

② 各府省は、「統計調査に対する国民の理解増進のための行

動指針」を踏まえ、「統計調査の円滑な実施を阻害する行為

への対処に係る考え方」を参考に、府省及び地方公共団体

との間で情報の共有を行い、所管統計調査の実施状況を十

分に検証した上でマニュアルを作成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的な措置、方策等 担当府省 実施時期  

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 「統計調査の円滑な実施を阻害する行為への対処に係る考え

方」を参考に、各府省間及び地方公共団体との情報共有を行う

とともに、所管統計調査の実施状況を検証した上で、行動指針

に基づく具体的な取組を行う。 

 

 

各府省 平成 26年度か

ら順次実施す

る。 
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① 国民・企業への広報・啓発活動については、「統計調査に

対する国民の理解増進のための行動指針」を踏まえ、取組

の充実を図ることを基本的な方針とするとともに、各府省

のベストプラクティスの共有を行うなどして、取組の一層

の推進を図る。 

 ○ 各府省の協力を得て、集中的な調査票の提出促進運動や、き

め細かな業界団体への周知活動など、各府省における広報・啓

発活動の充実を図る上で実施している効率的かつ効果的な実

践手法等に係る情報共有を行うとともに、統計調査に対する非

協力者への対応について総合的な観点から検討する。 

 

総務省 平成 26年度か

ら実施する。 

 

③ 非協力者への対処については、総合的な観点から、引き

続き検討を行う。 
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第３ 公的統計の整備に必要な事項 

 ３ 統計調査環境の改善 

  （４）統計リテラシーの向上 

平成 24年度統計法施行状況審議結果（基本的な考え方） 第Ⅱ期基本計画諮問案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 総務省統計局は、ニーズの把握を行った上で、統計法の

制約を受けず、広く一般的に活用可能な「一般用ミクロデ

ータ（仮称）」（注）の作成に関する検討を行い、早期に提供

を開始する。また、各府省においても、総務省統計局の取

組を踏まえつつ、所管する統計調査の統計データの更なる

活用を検討する。 

（注）集計表から作成するなど、調査票情報を直接的に用いない方

法により作成する擬似的なミクロデータ 

 

 

 

 

 

 

【本文】 

国民の統計調査に対する協力意識を高めるためには、初等教育から高等教育に至るまでの各

段階において、統計の有用性を理解し、統計データを活用する能力である「統計リテラシー」

や、統計調査への協力並びに統計データを利用するために必要な意識及び倫理観である「統計

倫理」を重視した統計教育が重要である。各府省は、教員に対する研修内容の充実を図るとと

もに、各府省ホームページにおける学習サイトの充実・見直し等の取組を進めている。 

一方で、教育現場においては、学習指導要領の改訂もあり、統計教育に関する関心は高まっ

ているものの、具体的な指導方法に苦慮しており、実践的な教材の作成や情報提供、教師への

研修の充実等が必要となっている。また、大学生、社会人等に対しては、統計に対する理解及

び関心を深めるため、一般の講義等においても広く活用可能なミクロデータ（注 6）の作成及

び提供も必要となっている。 

 このため、各府省は、地方公共団体の協力も得て、統計データを用いた実践的授業の推進を図る

とともに、教育関係団体等とも連携し、適切な教材の作成及び提供等を実施する。さらに、教員等

を対象とした研修の拡充や、教育関係者のニーズに応じた研修内容の充実等の取組を進める。 

 また、広く一般に提供可能な「一般用ミクロデータ（仮称）」（注 7）については、提供に向けた取

組を推進するとともに、その取組状況の情報共有を通じて、各府省の取組を促進する。 

（注７） 集計表から作成するなど、調査票情報を直接的に用いない方法により作成する擬似的なミクロデータ 
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 【別表】 

 

② 総務省政策統括官（統計基準担当）は、学会や教育関係

者等と連携し、教師等の研修参加者が、統計教育の実践方

法、統計データを活用した実践事例及び統計教育の重要性

を児童に学ばせる方法を体験する研修の機会を、中央だけ

でなく地方においても拡充する。また、総務省統計研修所

は、統計データの探し方や利用方法等、教育関係者のニー

ズに即した研修の内容を充実する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的な措置、方策等 担当府省 実施時期  

 

 

○ 文部科学省の協力を得つつ、学会や教育関係者等と連携し、

教員等の研修参加者が児童・生徒の統計リテラシーを高めるた

めの実践方法を習得できるよう研修内容の充実を図るととも

に、地方において研修を開催するなど、研修参加機会を拡大す

る。 

 また、学会や教育関係団体等と連携し、カリキュラム及び副

教材を開発・作成する。 

総務省 平成 26年度か

ら順次実施す

る。 

③ 国及び地方公共団体は、学会や教育関係者等と連携し、

カリキュラムの開発及び統計データの活用能力を高める教

材を作成・開発する。 

① 国及び地方公共団体は、統計に関係する有識者や職員Ｏ

Ｂ等の人材を有効に活用して、統計データを実際に用いた

ワークショップ型授業の推進を図る。 

○ 上記の研修や、カリキュラム及び副教材を活用し、ワーク   

ショップ型授業の導入を促進するための支援を行う。 

  

【再掲】② 総務省政策統括官（統計基準担当）は、学会や

教育関係者等と連携し、教師等の研修参加者が、

統計教育の実践方法、統計データを活用した実践

事例及び統計教育の重要性を児童に学ばせる方法

を体験する研修の機会を、中央だけでなく地方に

おいても拡充する。また、総務省統計研修所は、

統計データの探し方や利用方法等、教育関係者の

ニーズに即した研修の内容を充実する。 

 

 

 

 

 

 

 

○ 研修内容について、統計データの探し方や利用方法等教育関

係者のニーズに即したものとなるよう充実を図る。 

 

総務省 平成 26年度か

ら実施する。 

【再掲】① 国及び地方公共団体は、統計に関係する有識者

や職員ＯＢ等の人材を有効に活用して、統計デー

タを実際に用いたワークショップ型授業の推進を

図る。 

 ○ 地方公共団体等とも連携し、統計に関係する有識者や職員Ｏ

Ｂ等の人材を有効に活用して、ワークショップ型授業の導入を

促進するための支援を行う。 

各府省 平成 26年度か

ら実施する。 
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【再掲】④ 総務省統計局は、ニーズの把握を行った上で、

統計法の制約を受けず、広く一般的に活用可能な

「一般用ミクロデータ（仮称）」（注）の作成に関す

る検討を行い、早期に提供を開始する。また、各

府省においても、総務省統計局の取組を踏まえつ

つ、所管する統計調査の統計データの更なる活用

を検討する。 

（注）集計表から作成するなど、調査票情報を直接的に用

いない方法により作成する擬似的なミクロデータ 

 

 

 

○ 広く一般的に活用可能な「一般用ミクロデータ（仮称）」に

ついては、利用者ニーズの把握を行った上で、作成に関する検

討を行い、早期に提供を開始する。 

 

 

 

 

 

 

総務省 平成 27年度か

ら実施する。 
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第３ 公的統計の整備に必要な事項 

 ３ 統計調査環境の改善 

  （５）研究開発成果の共有 

 

  

平成 24年度統計法施行状況審議結果（基本的な考え方） 第Ⅱ期基本計画諮問案 

 

 

【本文】 

各府省は、正確かつ効率的な統計作成を推進するため、標本理論や推計技術等に係る専門的

な知見を有する学識経験者と連携するなど、研究開発の継続的な取組に努めている。 

一方、各府省における研究開発の成果は、主に所管統計又は統計調査の見直しへの活用にと

どまっており、府省間の情報共有が必ずしも十分とはいえない。また、調査環境が厳しさを増

す中、未回答事項の処理方法、マッチング技法の開発など、府省横断的に活用可能な研究課題

については、その成果を共有しながら、各府省がそれぞれの課題に応じた研究開発を推進する

ことが効果的かつ効率的である。 

 このため、総務省を中心として、各府省における研究開発の成果を共有できる仕組みを構築した

上で、その成果を共有しながら研究開発の推進に努める。 

【別表】 

 

 このため、次期基本計画においては、総務省政策統括官（統

計基準担当）を中心として、各府省における研究開発成果の

情報共有ができる仕組みを構築すべきである。 

 具体的な措置、方策等 担当府省 実施時期  

 ○ 各府省と連携して、研究開発の成果を共有できる仕組みを構

築し、各府省の研究開発を支援する。 

 

 

総務省 平成 26年度か

ら実施する。 
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第３ 公的統計の整備に必要な事項 

 ４ 統計データの有効活用 

  （１）調査票情報等の提供及び活用 

平成 24年度統計法施行状況審議結果（基本的な考え方） 第Ⅱ期基本計画諮問案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 調査票情報等の提供及び活用については、セキュリティ

レベルやデータの匿名性の程度に応じた利用形態ごとの特

性を勘案した上、統計法制度上の整理を含め、以下の取組

を推進する。 

【本文】 

調査票情報等の提供及び活用（注 8）は、国民の負担によって収集された調査票情報をより

有効に活用する観点から、平成 19年の統計法全面改正に際して、拡充が図られた取組であり、

各府省は第Ⅰ期基本計画に沿って、オーダーメード集計への対応、匿名データの作成及び提供

等の取組を進めている。 

また、「経済財政運営と改革の基本方針」においては、統計データの透明化・オープン化等

を、第Ⅱ期基本計画の策定に反映し、その推進を図ることとされており、調査票情報等の提供

及び活用に係るサービスの充実や利用条件の見直し等による一層の利用拡大が求められてい

る。 

 このため、調査票情報等の提供及び活用については、セキュリティレベルや調査票情報等の匿名

性の程度に応じた利用形態ごとの特性を勘案した上、法制度上の整理を含め、①調査票情報の提供

におけるオンサイトの利用やプログラム送付型による集計・分析への段階的な移行、②匿名データ

の作成及び提供における提供対象統計調査の種類や年次の追加等によるサービスの充実、③オーダ

ーメード集計における利用条件の緩和に向けた検討を進める。 

 また、「統計データ・アーカイブ（仮称）」については、調査票情報等の提供及び活用の促進の基

礎として、引き続き具体化に向けた検討を進め、早期に結論を得る。なお、今後も引き続き、調査

実施部局における調査票情報等の適切な保管を徹底する。 

【別表】 

 

（ⅰ）調査票情報の提供及び活用については、セキュリティ

確保に万全を期す観点から、現行の調査票情報の貸渡しに

よる利用方法からオンサイト利用やプログラム送付型集

計・分析に段階的に移行することとする。また、オンサイ

ト利用のためのガイドライン等の整備やプログラム送付型

集計・分析のための技術的検証等の実用化に向けた具体的

な検討を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的な措置、方策等 担当府省 実施時期  

○ 調査票情報の提供及び活用については、セキュリティ確保に

万全を期す観点から、調査票情報の貸渡しによる利用方法か

ら、オンサイト利用やプログラム送付型集計・分析への段階的

な移行を目指す。このため、オンサイト利用のためのガイドラ

イン等の整備や、プログラム送付型集計・分析の実用化に向け

た検討を行う。 

総務省、

各府省 

平成 26年度か

ら検討する。 
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（ⅱ）匿名データの作成・提供については、利用者のニーズ

や匿名化の程度と有用性の確保に留意しつつ、提供する統

計調査の種類や年次の追加等を行い、サービスの充実を図

る。また、年次追加に伴う手続の簡素化を図る。 

 

 

 

 

 

 

○ 匿名データの作成及び提供については、利用者のニーズや匿

名性の確保と有用性の向上に留意しつつ、提供する統計調査の

種類や年次の追加等を行う。 

各府省 平成 26年度か

ら実施する。 

 

○ 匿名データの年次追加に伴う手続の簡素化について検討す

る。 

内 閣 府

（統計委

員会）、総

務省 

平成 26年度か

ら検討する。 

 

（ⅲ）オーダーメード集計については、利用条件を緩和する

方向で検討を進めるとともに、利用者のニーズに留意しつ

つ、提供する統計調査の種類や年次の追加等を行い、サー

ビスの充実を図る。また、検討に当たっては、オンデマン

ド集計の技術的検証等の実用化に向けた検討を行う。 

なお、上記の(ⅰ)～(ⅲ)の取組においては、秘密の保護

に十分配慮するとともに、利用に係る事務の効率化・簡素

化や利用料金等についての必要な見直しを図る。 

 

○ オーダーメード集計については、利用条件を緩和する方向で

検討を進める。また、オンデマンド集計の技術的検証等の実用

化に向けた検討を行う。 

 さらに、利用者のニーズに留意しつつ、提供する統計調査の

種類や年次の追加等を行う。 

 

総務省、

各府省 

平成 26年度か

ら検討する。 

 

 

② 統計データ・アーカイブの整備については、調査票情報

等の提供及び活用の促進を目的とするとともに、整備対象

とする統計データの範囲は、調査票原票を除いた調査票情

報等に限定し、調査票情報等を活用する上で必要なデータ

に付随する関連情報（メタデータ）の整備を拡充する方向

で具体的な検討を進め、可能な限り早期に結論を得るよう

努める。なお、「統計データ・アーカイブ」という名称につ

いては、調査票情報等の提供及び活用の促進という整備の

目的がより明確になるよう変更を検討する。 

  また、各府省は、引き続き調査票情報等の適切な保管を

徹底する。 

○ 「統計データ・アーカイブ（仮称）」の整備については、整

備対象とするデータの範囲を、調査票原票を除いた調査票情報

等に限定し、調査票情報等を活用する上で必要なデータに付随

する関連情報（メタデータ）の整備を拡充する方向で具体的な

検討を進めるともに、名称についても、その目的が明確になる

ように変更を検討する。 

 

 

 

 

 

総務省、

各府省 

平成 28年度末

までに結論を

得る。 
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第３ 公的統計の整備に必要な事項 

 ４ 統計データの有効活用 

  （２）政府統計共同利用システム等による統計データの共有・提供の推進 

平成 24年度統計法施行状況審議結果（基本的な考え方） 第Ⅱ期基本計画諮問案 

 

 

 

 

【本文】 

各府省では、「統計調査等業務の業務・システム最適化計画」(平成 18年３月 31日各府省情

報化総括責任者（ＣＩＯ）連絡会議決定）に基づく各種の取組を推進し、政府統計共同利用シ

ステムへのデータ登録の推進や、操作の簡素化・検索機能の見直しなどによる利用環境の向

上・高度化を進めている。 

一方、統計データを国民が容易に利用可能な形で適時に提供することは、統計の有用性の確

保、報告者の理解と協力意識の醸成という観点から、ますます重要となっている。 

また、「経済財政運営と改革の基本方針」においても、世界最高水準の電子政府を目指す取

組の一環として、統計データの透明化・オープン化等を第Ⅱ期基本計画の策定に反映し、その

推進を図ることとされている。 

 このため、各府省は、引き続き政府統計共同利用システムへのデータ登録の拡充を図ることによ

り、府省間でのデータ共有や、国民に対する有用な統計データの提供を推進する。 

 また、政府統計共同利用システムの情報提供機能については、利用者のニーズを踏まえた改善を

図るとともに、ＡＰＩ機能の提供や統計ＧＩＳの充実等についても検討する。 

【別表】 

 

① 各府省は、国民に対する有用な統計データの提供を推進

するために、政府統計共同利用システムの統計情報データ

ベースへのデータ登録の拡充を図る。また、総務省統計局

は、登録作業の簡素化・支援方策の検討などを通じて、デ

ータ登録の促進を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的な措置、方策等 担当府省 実施時期  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 政府統計共同利用システムの統計情報データベースへの統

計データの登録作業の簡素化・支援方策を検討し、統計デー

タ登録の促進を図る。 

総務省 平成26年度か

ら実施する。 
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② 政府統計共同利用システムの情報提供機能の改善に当

たっては、利用者の満足度等を把握し、利用者の利便性の

向上の検討に活用するほか、ＡＰＩ機能の提供や統計ＧＩ

Ｓの充実等の技術的研究の推進等、統計データの高度利用

についても検討する。 

 ○ 政府統計共同利用システムのｅ－Ｓｔａｔによる情報提供

機能の改善に当たっては、利用者の満足度等を把握し、利用

者の利便性の向上の検討に活用するほか、ＡＰＩ機能の提供

や統計ＧＩＳの充実等の技術的研究の推進等、統計データの

高度利用についても検討する。 

 

総務省 平成27年度末

までに結論を

得る。 
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第３ 公的統計の整備に必要な事項 

 ５ 国際協力及び国際貢献の推進 

  （１）国際機関への情報提供の推進 

平成 24年度統計法施行状況審議結果（基本的な考え方） 第Ⅱ期基本計画諮問案 

 

 

 

【本文】 

経済・文化などの様々な側面において、従来の国家・地域の垣根を超え、地球規模で資本や

情報がやり取りされるグローバル化が進展する中で、公的統計は、世界的な金融・経済危機の

リスクを分析するために必要な情報を提供するなど、重要な役割を担っている。 

我が国では、これまでも、①国連統計委員会やＯＥＣＤ等の国際会議及び各種専門家会合に

参加し、各種の国際的な統計基準・ガイドラインの検討、設定等に寄与しているほか、②各国

の国内総生産の実質比較を行うことを目的とした国際比較プログラム（ＩＣＰ）等の国際的な

統計事業に参加するとともに、③ＩＭＦの特別データ公表基準（ＳＤＤＳ)による統計情報の

交換等に協力しており、このような国際的な統計活動の重要性は従来に増して高まっている。 

また、国際機関等による国際会議、専門家会合等への参加は、我が国の統計職員における国

際的な対応力強化という人材育成の観点からも、重要な取組である。 

しかしながら、これらの取組は、我が国の統計リソースの制約等もあり、必ずしも十分とは

いえない状況であり、国際社会における我が国のプレゼンスの向上だけでなく、我が国の統計

職員の人材育成の観点からも、これらの取組を一層強化する必要がある。 

 このため、分野によっては改善の余地がある国際機関への我が国の統計情報の提供について、総

務省を中心として全体的な状況を把握するための仕組みを構築するとともに、積極的に国際機関へ

の統計情報の提供に努めるなど、国際協力の充実を図る。 

【別表】 

 

 このため、次期基本計画においては、分野によっては改善

の余地がある国際機関への我が国の統計情報の提供につい

て、総務省政策統括官（統計基準担当）を中心として全体的

な状況を把握するための仕組みを構築するとともに、積極的

に国際機関への統計情報提供に努めるなど、国際協力の充実

を図るべきである。 

 具体的な措置、方策等 担当府省 実施時期  

○ 各府省と連携して、国際機関への我が国の統計情報の提

供を全体的に把握できる仕組みを構築し、国際機関への統

計情報の提供の充実に努める。 

総務省 平成 26年度か

ら実施する。 
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第３ 公的統計の整備に必要な事項 

 ５ 国際協力及び国際貢献の推進 

  （２）発展途上国等への支援 

 

平成 24年度統計法施行状況審議結果（基本的な考え方） 第Ⅱ期基本計画諮問案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【再掲】このため、次期基本計画においては、分野によって

は改善の余地がある国際機関への我が国の統計情報の

提供について、総務省政策統括官（統計基準担当）を

中心として全体的な状況を把握するための仕組みを構

築するとともに、積極的に国際機関への統計情報提供

に努めるなど、国際協力の充実を図るべきである。 

【本文】 

統計により人口や産業の実情を正確に把握することは、国家や地方行政機関における円滑な

行政運営を進める上で、不可欠の要素となっている。特に、発展途上国においては、限られた

資源や援助を効果的に活用するためにも、各種施策の基盤となる統計組織の整備、人材育成等

が重要となっている。 

我が国では、独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）を通じたカンボジア政府統計能力向上

プロジェクトによる専門家派遣や、国連アジア太平洋統計研修所の運営に対する協力、内閣府

経済社会総合研究所経済研修所等における各国政府からの研修生の受入れなどを通じた支援

を行っているものの、統計リソースの制約等もあり、その取組は必ずしも十分とはいえない状

況である。 

 このため、各府省は、ＪＩＣＡ等と連携し、統計関係の国際機関等への統計専門家の派遣、発展

途上国等諸外国からの統計に関する研修生の受入れなど、統計分野における積極的な国際貢献に努

める。 


